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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリア（５）と、半導体積層体を有する半導体ボディ（２）と、を備えている放射放
出半導体チップ（１）であって、
－　前記半導体積層体を有する前記半導体ボディ（２）に、放出領域（２３）および保護
ダイオード領域（２４）が形成されており、
－　前記半導体積層体が、放射を発生させるために設けられている活性領域（２０）を備
えており、前記活性領域が、第１の半導体層（２１）と第２の半導体層（２２）との間に
配置されており、
－　前記第１の半導体層（２１）が、前記キャリア（５）とは反対側の前記活性領域（２
０）の面に配置されており、
－　前記放出領域（２３）が、前記活性領域（２０）を貫いて延在する凹部（２５）を有
し、
－　前記第１の半導体層（２１）が、前記放出領域（２３）において、第１の接続層（３
１）に導電接続されており、前記第１の接続層（３１）が、前記第１の半導体層（２１）
から前記凹部（２５）の中を前記キャリア（５）の方向に延在しており、
－　前記第１の接続層（３１）が、前記保護ダイオード領域（２４）において、前記第２
の半導体層（２２）に導電接続されており、
　前記第２の半導体層（２２）が、前記放出領域（２３）において、第２の接続層（３２
）に導電接続されており、



(2) JP 5669746 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

　前記第２の接続層（３２）が、部分的に前記放出領域（２３）と前記第１の接続層（３
１）との間に延在しており、
　前記第２の接続層（３２）が、前記保護ダイオード領域（２４）において、前記第１の
半導体層（２１）に導電接続されており、
　前記第２の接続層（３２）が、切取り部（３６）を有し、この切取り部（３６）の中で
前記第１の接続層（３１）が前記第２の接続層（３２）を通るように延在して前記保護ダ
イオード領域（２４）において前記第２の半導体層（２２）に導電接続されている、
　放射放出半導体チップ。
【請求項２】
　前記放出領域と前記保護ダイオード領域が、それぞれの順方向に関して互いに逆並列に
接続されている、
　請求項１に記載の半導体チップ。
【請求項３】
　前記放出領域および前記保護ダイオード領域が、横方向に互いに並んで配置されている
、前記半導体ボディの領域である、
　請求項１または請求項２に記載の半導体チップ。
【請求項４】
　前記半導体ボディが前記キャリアに接着結合されており、前記第１の接続層が、部分的
に前記半導体ボディと前記キャリアとの間に延在している、
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の半導体チップ。
【請求項５】
　前記保護ダイオード領域がさらなる凹部（２６）を有し、前記第２の接続層が、前記第
１の半導体層から前記さらなる凹部の中を前記キャリアの方向に延在している、
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の半導体チップ。
【請求項６】
　前記第２の接続層を外部から接触接続するために設けられているコンタクト（４２）、
　を有する、
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の半導体チップ。
【請求項７】
　前記コンタクトがコンタクト層（４２０）によって形成されており、前記コンタクト層
（４２０）の少なくとも一部分が、前記保護ダイオード領域を横方向に画定している側面
領域（２４０）を覆っている、
　請求項６に記載の半導体チップ。
【請求項８】
　前記コンタクトが、前記半導体チップの平面視において、前記保護ダイオード領域を少
なくとも部分的に覆っている、
　請求項７に記載の半導体チップ。
【請求項９】
　前記コンタクトおよび前記保護ダイオード領域が、前記半導体チップの平面視において
互いに並んで配置されている、
　請求項６に記載の半導体チップ。
【請求項１０】
　前記第１の接続層は、前記半導体チップの平面視において、前記キャリアを完全に覆っ
ている、
　請求項１から請求項９のいずれかに記載の半導体チップ。
【請求項１１】
　複数の放射放出半導体チップ（１）を製造する方法であって、
　ａ）放射を発生させるために設けられる活性領域（２０）を有する半導体積層体（２）
を形成するステップであって、前記活性領域が、第１の半導体層（２１）と第２の半導体
層（２２）との間に配置されている、前記ステップと、
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　ｂ）前記第２の半導体層（２２）および前記活性領域（２０）を貫いて延在する複数の
凹部（２５）を形成するステップと、
　ｃ）前記半導体積層体（２）上に第１の接続層（３１）を形成するステップであって、
前記第１の接続層（３１）が、前記凹部（２５）において、前記第１の半導体層（２１）
に導電接続されており、前記第１の接続層（３１）が、部分的に前記第２の半導体層（２
２）に導電接続されている、前記ステップと、
　ｄ）前記半導体積層体（２）とキャリア（５）とを備えている集合体（９）を形成する
ステップと、
　ｅ）前記半導体積層体から複数の放出領域（２３）および複数の保護ダイオード領域（
２４）を形成するステップであって、前記放出領域（２３）それぞれが少なくとも１つの
凹部（２５）を有し、前記保護ダイオード領域（２４）それぞれにおいて、前記第１の接
続層（３１）が前記第２の半導体層（２２）に導電接続されている、前記ステップと、
　ｆ）前記集合体（９）を複数の半導体チップ（１）に個片化するステップと、
　を含んでおり、
　半導体チップ（１）それぞれが少なくとも１つの放出領域（２３）と少なくとも１つの
保護ダイオード領域（２４）とを有し、
　前記第２の半導体層（２２）が、前記放出領域（２３）において、第２の接続層（３２
）に導電接続されており、
　前記第２の接続層（３２）が、部分的に前記放出領域（２３）と前記第１の接続層（３
１）との間に延在しており、
　前記第２の接続層（３２）が、前記保護ダイオード領域（２４）において、前記第１の
半導体層（２１）に導電接続されており、
　前記第２の接続層（３２）が、切取り部（３６）を有し、この切取り部（３６）の中で
前記第１の接続層（３１）が前記第２の接続層（３２）を通るように延在して前記保護ダ
イオード領域（２４）において前記第２の半導体層（２２）に導電接続されている、
　方法。
【請求項１２】
　ステップｅ）の前に、前記半導体積層体のための成長基板（８）を少なくとも部分的に
除去する、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１０のいずれかに記載の複数の半導体チップが製造される、
　請求項１１または請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、放射放出半導体チップに関する。
【関連出願】
【０００２】
　本特許出願は、独国特許出願第１０２００８０５９５８０．２号および独国特許出願第
１０２００９００６１７７．０号の優先権を主張し、これらの文書の開示内容は参照によ
って本出願に組み込まれている。
【背景技術】
【０００３】
　発光ダイオードなどの放射放出半導体チップにおいては、静電放電に起因して損傷ある
いは破壊が生じることがある。このような損傷の危険性は、追加のダイオードによって回
避することができ、この場合、ダイオードの順方向が放射放出半導体チップの順方向とは
逆並列の向きにある。したがって、この方法の場合、放射放出半導体チップに加えて少な
くとも１つのさらなるダイオードを実装しなければならず、実装コストおよび必要な空間
が増大し、対応して製造コストが上昇しうる。
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【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】I. Schnitzer et al., Appl. Phys. Lett. 63 (16), October 18, 1993
, 2174 - 2176
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の１つの目的は、静電放電の影響を受けにくい放射放出半導体チップを開示する
ことである。さらなる目的は、このような半導体チップを製造するための単純かつ信頼性
の高い方法を開示することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　これらの目的は、それぞれ、独立請求項に記載の放射放出半導体チップおよび方法によ
って達成される。従属請求項は、本半導体チップおよび本方法のさらなる実施形態および
利点に関する。
【０００７】
　一実施形態によると、放射放出半導体チップは、キャリアと、半導体積層体を有する半
導体ボディと、を備えている。半導体ボディには、放出領域と、好ましくは放出領域から
隔てられている保護ダイオード領域とが形成されている。半導体積層体は、放射を発生さ
せるために設けられている活性領域を備えており、この活性領域は、第１の半導体層と第
２の半導体層との間に配置されている。第１の半導体層は、キャリアとは反対側の活性領
域の面に配置されている。放出領域は、活性領域を貫いて延在する少なくとも１つの凹部
を有する。第１の半導体層は、放出領域においては、第１の接続層に導電接続されており
、この第１の接続層は、第１の半導体層から凹部の中をキャリアの方向に延在している。
第１の接続層は、保護ダイオード領域においては、第２の半導体層に導電接続されている
。
【０００８】
　保護ダイオードは、保護ダイオード領域によって形成されており、この実施形態におい
ては、半導体チップの中、特に、半導体ボディの中に組み込まれている。例えば、半導体
チップにおいて放出領域の活性領域に、逆方向に存在する望ましくない電圧を、保護ダイ
オード領域によって解放することができる。したがって、保護ダイオード領域は、特に、
ＥＳＤダイオードの機能を果たすことができ、放出領域とは異なり、放射を生成する役割
を果たす必要はない。保護ダイオード領域によって、静電放電による損傷に対して半導体
チップを保護することができる。
【０００９】
　特に、この保護は、例えば半導体チップのハウジングの中、または回路基板上に半導体
チップを実装する前に、すでに存在している。したがって、半導体チップの外側に配置さ
れて電気的に接続される追加の保護ダイオードとは無関係に、保護を得ることができる。
【００１０】
　放出領域および保護ダイオード領域は、製造時に同じ半導体積層体から形成されること
が好ましい。したがって、保護ダイオード領域を形成するための追加の半導体層を堆積さ
せるステップを省くことができる。
【００１１】
　放出領域の活性領域と保護ダイオード領域の活性領域は、互いに隔置されていることが
好ましい。
【００１２】
　さらには、放出領域および保護ダイオード領域は、横方向に、すなわち、半導体ボディ
の半導体層の主延在面に沿って、互いに並んで配置されていることが好ましい。したがっ
て、放出領域および保護ダイオード領域は、半導体積層体を有する半導体ボディのうち横
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方向に互いに並んで配置されている領域とすることができる。
【００１３】
　好ましい一構造形態においては、放出領域と保護ダイオード領域との間に切取り部が形
成されており、この切取り部は、半導体ボディを、横方向に互いに隔てられている２つの
個別の領域に分割している。
【００１４】
　放出領域における第１の半導体層と、保護ダイオード領域における第２の半導体層は、
第１の接続層を介して互いに導電接続されており、第１の接続層は、第１の半導体層およ
び第２の半導体層のそれぞれと好ましくはオーミックコンタクトを形成している。
【００１５】
　オーミックコンタクトとは、本出願においては、特に、電流－電圧特性曲線が線形であ
る、または少なくともほぼ線形である電気的接続であるものと理解されたい。
【００１６】
　半導体ボディの第１の半導体層および第２の半導体層は、導電型に関して互いに異なっ
ていることが好ましい。一例として、第１の半導体層をｐ導電型、第２の半導体層をｎ導
電型として具体化する、またはこの逆に具体化することができる。
【００１７】
　したがって、活性領域が形成されているダイオード構造が、単純な方法で実現する。
【００１８】
　好ましい一構造形態においては、放出領域と保護ダイオード領域は、それぞれの順方向
に関して互いに逆並列に接続されている。
【００１９】
　半導体チップは、第１のコンタクトおよび第２のコンタクトを有することがさらに好ま
しい。第１のコンタクトおよび第２のコンタクトは、それぞれ、半導体チップを外部から
電気的に接触接続するために設けることができる。放出領域および保護ダイオード領域は
、それぞれ、第１のコンタクトおよび第２のコンタクトに導電接続されていることが好ま
しい。したがって、保護ダイオード領域のための追加の外部コンタクトを省くことができ
る。言い換えれば、放出領域から電気的に絶縁されており保護ダイオード領域のみに導電
接続されている追加の外部コンタクトを使用せずに、半導体チップを具体化することがで
きる。
【００２０】
　本放射放出半導体チップの動作時に第１のコンタクトおよび第２のコンタクトの間に存
在する動作電圧によって、活性領域の異なる側から活性領域の中に電荷キャリアが注入さ
れ、活性領域内で電荷キャリアが再結合して放射を放出することができる。
【００２１】
　この場合、半導体チップの動作電圧において逆方向に動作する保護ダイオード領域には
、まったく、または少なくともほとんど電流が流れない。対照的に、例えば静電放電に起
因して放出領域のダイオード構造に逆方向に存在する電圧は、保護ダイオードを介して解
放することができる。したがって、半導体チップ、特に半導体ボディに組み込まれている
保護ダイオードによって、放出領域を保護することができる。
【００２２】
　保護ダイオード領域の横方向の大きさは、半導体チップの横方向の大きさよりも小さい
ことが好ましい。保護ダイオード領域の範囲が小さいほど、半導体チップの全範囲におい
て放出領域（放射の生成に貢献する）が占める割合を大きくすることができる。保護ダイ
オード領域は、半導体チップの範囲の好ましくは最大で１０％、特に好ましくは最大で５
％、最も好ましくは最大で１％を覆っている。
【００２３】
　好ましい一構造形態においては、半導体ボディは、キャリアに接着結合（cohesively c
onnected）されている。キャリアは、特に、半導体ボディの半導体積層体のための成長基
板とは異なる。



(6) JP 5669746 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

【００２４】
　接着結合する場合、結合される両要素（あらかじめ作製されていることが好ましい）は
、原子間力もしくは分子間力またはその両方によって一体に保持される。接着結合は、例
えば、結合層（例えば、接着剤層またははんだ層）によって得ることができる。接着結合
を分離するためには、一般的には、結合されている両要素の少なくとも一方、もしくは結
合層、またはその両方の破壊を伴う。
【００２５】
　構造形態の一バリエーションにおいては、半導体チップのコンタクトの少なくとも一方
を、半導体ボディとは反対側のキャリアの面に配置することができる。したがって、半導
体ボディの中への電荷キャリアの注入を、キャリアを通じて行うことができる。
【００２６】
　電荷キャリアは、コンタクトからキャリアを通じて広い範囲において（areally）半導
体ボディの中に注入することができる。この場合、キャリアは、導電性として具体化され
ていることが好ましい。変形形態として、半導体ボディを電気的に接触接続するために設
けられる、キャリアの中を好ましくは垂直方向に延在する少なくとも１つの切取り部を、
キャリアに形成することが可能である。この場合、キャリアを電気絶縁性として具体化す
ることもできる。この少なくとも１つの切取り部は、導電性材料（例えば金属）によって
満たされていることが好ましい。
【００２７】
　構造形態の代替バリエーションにおいては、半導体ボディとは反対側のキャリアの面を
、電気コンタクトが存在しないように具体化することができる。言い換えれば、半導体ボ
ディの側のキャリアの面に、両方の電気コンタクトを配置することができる。この場合、
キャリアは電気絶縁性として具体化されていることが好ましい。しかしながら、変形形態
として、導電性のキャリアを使用することもできる。
【００２８】
　構造形態のさらなる代替バリエーションにおいては、半導体ボディとは反対側のキャリ
アの面に少なくとも２つのコンタクトが配置されている。言い換えれば、半導体チップの
接触接続を、半導体ボディとは反対側のキャリアの面のみから行うことができる。一例と
して、第１の接続層を電気的に接触接続するための少なくとも１つの切取り部と、第２の
接続層を電気的に接触接続するための少なくとも１つの切取り部とを、キャリアに設ける
ことができ、これら少なくとも１つの切取り部は、それぞれキャリアの中を垂直方向に延
在していることが好ましく、キャリアは電気絶縁性として具体化されていることが好まし
い。
【００２９】
　キャリアは、特に、放出領域および保護ダイオード領域を有する半導体ボディを機械的
に安定させる役割を果たすことができる。この目的に半導体ボディの半導体積層体のため
の成長基板はもはや必要なく、完全に、または少なくとも一部分を除去することができる
。
【００３０】
　一例として、キャリアは、半導体材料（例えば、ゲルマニウムまたはシリコン）を含ん
でいる、またはそのような材料からなることができる。導電性を高める目的で、キャリア
を適切にドープすることができる。
【００３１】
　一例として、電気絶縁性のキャリアは、セラミック（例えば酸化アルミニウム、窒化ア
ルミニウム、窒化ケイ素）を含んでいる、またはそのような材料からなることができる。
【００３２】
　成長基板が除去されている半導体チップは、薄膜半導体チップとも称される。
【００３３】
　薄膜半導体チップ、例えば薄膜発光ダイオードチップは、特に、以下の特徴的な形状構
造によって区別される。
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－　放射を発生させるエピタキシャル積層体の第１の主領域（キャリア要素（例えばキャ
リア）に面している主領域）に、反射層が堆積または形成されており、この反射層が、エ
ピタキシャル積層体において発生する電磁放射の少なくとも一部分を、エピタキシャル積
層体中に反射する。
－　エピタキシャル積層体の厚さは、２０μｍ以下の範囲、特に１０μｍ以下の範囲であ
る。
－　エピタキシャル積層体は、少なくとも一領域が混合構造（intermixing structure）
である少なくとも１層の半導体層を含んでおり、この混合構造によって、理想的にはエピ
タキシャル積層体における近似的に光のエルゴード分布につながり、すなわち、この混合
構造は、実質的にエルゴード的確率過程である散乱挙動を有する。
【００３４】
　薄膜発光ダイオードチップの基本的な原理は、例えば非特許文献１に記載されており、
この点に関するこの文書の開示内容は、参照によって本文書に組み込まれている。
【００３５】
　薄膜発光ダイオードチップは、ランバート面の発光体の良好な近似であり、したがって
、ヘッドライトにおける用途に特に良好に適している。
【００３６】
　好ましい一構造形態においては、第１の接続層は、部分的に半導体ボディとキャリアと
の間に延在している。キャリアとは反対側の活性領域の面に配置されている第１の半導体
層を、この第１の接続層によって電気的に接触接続することができる。したがって、半導
体ボディを電気的に接触接続する目的で、あらかじめ作製された半導体ボディ上に形成さ
れる層、特に、半導体チップの外部電気コンタクトが、半導体チップの放射出口領域（キ
ャリアとは反対側の半導体ボディの面に形成されている）に存在しないようにすることが
できる。
【００３７】
　好ましい一発展形態においては、第１の接続層は、半導体チップの平面視においてキャ
リアを完全に覆っている。したがって、第１の接続層の形成時、特定の構造に堆積させる
、または堆積させた接続層を構造化するステップを、省くことができる。
【００３８】
　好ましいさらなる構造形態においては、第２の半導体層は、放出領域において、第２の
接続層に導電接続されている。第２の接続層は、特に、少なくとも部分的に、第２の半導
体層に直接隣接していることができる。
【００３９】
　放出領域における第２の接続層によって、第２の半導体層とのオーミックコンタクトが
形成されていることがさらに好ましい。したがって、半導体ボディ内への荷電キャリアの
注入が単純化されている。
【００４０】
　さらなる好ましい構造形態においては、第２の接続層は、部分的に半導体ボディとキャ
リアとの間に延在している。結果として、第１の接続層および第２の接続層を半導体ボデ
ィとキャリアとの間に形成することができる。第１の接続層および第２の接続層によって
、それぞれ、放出領域において第１の半導体層および第２の半導体層を、半導体ボディの
同じ側から電気的に接触接続することができる。したがって、外部電気コンタクトが存在
しない、半導体チップの放射出口領域が、単純な方法で実現する。
【００４１】
　言い換えれば、２層の接続層によって、放出領域および保護ダイオード領域を互いに逆
並列に接続することができ、接続層それぞれは、少なくとも部分的に半導体ボディとキャ
リアとの間に延在している。
【００４２】
　さらなる好ましい構造形態においては、第２の接続層は、部分的に、半導体ボディと第
１の接続層との間、特に、放出領域と第１の接続層との間に延在している。



(8) JP 5669746 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

【００４３】
　好ましい一発展形態においては、第２の接続層は、活性領域において発生する放射に対
して反射性として具体化されている。したがって、本半導体チップの動作時に活性領域に
よってキャリアの方向に放出される放射を、第２の接続層において反射し、放射出口領域
を通じて半導体チップから放出させることができる。したがって、半導体チップから放出
される全放射出力を、さらに完全に最大化することができる。
【００４４】
　さらなる好ましい発展形態においては、第２の接続層は、保護ダイオード領域において
第１の半導体層に導電接続されている。したがって、放出領域と保護ダイオード領域の、
順方向に関する逆並列接続を、単純な方法で実現することができる。この場合、半導体チ
ップの中で逆並列接続を行うことができる。言い換えれば、逆並列接続を半導体チップの
中に完全に組み込むことができる。
【００４５】
　さらには、半導体ボディへのＥＳＤ保護の組み込みを、キャリアとは無関係に行うこと
ができる。したがって、保護ダイオード領域の構造とはほぼ無関係にキャリアを形成する
ことができる。特に、キャリアを、平面的とする、もしくは横方向に構造化されていない
、またはその両方とすることができる。
【００４６】
　特に、保護ダイオード領域および放出領域を逆並列に接続するために設けられる接続層
と、保護ダイオード領域とを、半導体ボディの側にあるキャリアの主領域と放射出口領域
との間に垂直方向に完全に形成することができる。したがって、半導体チップへの保護ダ
イオードの機能の組み込みを、単純な方法で形成することができる。
【００４７】
　構造形態の一バリエーションにおいては、保護ダイオード領域がさらなる凹部を有し、
第２の接続層は、第１の半導体層からさらなる凹部の中をキャリアの方向に延在している
ことがさらに好ましい。したがって、保護ダイオード領域の第１の半導体層を、さらなる
凹部を介して活性領域を貫いて電気的に接触接続することができる。
【００４８】
　半導体チップのコンタクトの一方、特に、第２のコンタクトは、第２の接続層を外部か
ら電気的に接触接続するように設けられていることが好ましい。一例として、ワイヤボン
ディング接続の場合、コンタクト、特に第２のコンタクトをボンディングパッドとして構
成することができる。
【００４９】
　この第２のコンタクトは、第２の接続層のうち半導体チップの外側からアクセス可能で
ある領域によって形成することができる。
【００５０】
　変形形態として、第２の接続層とは別に設けることのできるコンタクト層によって、第
２のコンタクトを形成することもできる。この場合、コンタクト層は第２の接続層に導電
接続されていることが好ましく、少なくとも部分的に第２の接続層に直接隣接しているこ
とがさらに好ましい。
【００５１】
　好ましい一発展形態においては、コンタクト層は、少なくとも一部分が、保護ダイオー
ド領域を横方向に画定している側面領域を覆っている。この場合、保護ダイオード領域の
ダイオード構造の電気的短絡を回避する目的で、コンタクト層と側面領域との間に絶縁層
が形成されていることが好ましい。
【００５２】
　コンタクト層は、保護ダイオード領域を横方向に完全に覆っていることもできる。した
がって、活性領域において発生する放射に対してコンタクト層が非透過性である場合、静
電放電の場合に保護ダイオード領域から放射が放出される状況を回避することが可能であ
る。



(9) JP 5669746 B2 2015.2.12

10

20

30

40

50

【００５３】
　この構造形態のバリエーションの場合、キャリアとは反対側の半導体ボディの面におい
て、保護ダイオード領域における第１の半導体層がコンタクト層に導電接続されている。
特に、保護ダイオード領域における第１の半導体層にコンタクト層が直接隣接しているこ
とができる。したがって、さらなる凹部の中に延在する第２の接続層によって、保護ダイ
オード領域の第１の半導体層を接触接続するステップを、省くことができる。
【００５４】
　さらには、このコンタクト層によって、放出領域の第２の半導体層への導電接続が第２
の接続層を介して形成されている。したがって、放出領域と保護ダイオード領域の逆並列
接続が、単純な方法で実現する。
【００５５】
　このコンタクトは、半導体チップの平面視において、保護ダイオード領域を少なくとも
部分的に覆っていることがさらに好ましい。特に、このコンタクト（例えばボンディング
パッドとして具体化されている）は、保護ダイオード領域を完全に覆っていることができ
る。言い換えれば、保護ダイオード領域を、コンタクトの下で半導体チップの中に組み込
むことができる。したがって、この目的のために放出領域の範囲をさらに減少させる必要
なしに、保護ダイオード領域を半導体チップの中に組み込むことができる。
【００５６】
　あるいは、このコンタクトおよび保護ダイオード領域を、半導体チップの平面視におい
て互いに並べて配置することができる。この場合、コンタクトは、第２の接続層によって
、または第２の接続層上に配置されるコンタクト層によって、形成することができる。
【００５７】
　半導体ボディ、特に活性領域は、ＩＩＩ－Ｖ族半導体材料を含んでいることがさらに好
ましい。ＩＩＩ－Ｖ族半導体材料では、放射の発生時に高い内部量子効率を達成すること
ができる。
【００５８】
　好ましい一構造形態においては、半導体チップは、発光ダイオード半導体チップとして
、特に、薄膜半導体チップとして具体化されており、この半導体チップは、インコヒーレ
ントな放射、または部分的にコヒーレントな放射を発生させるように設けられていること
がさらに好ましい。
【００５９】
　一実施形態による、複数の放射放出半導体チップを製造する方法においては、放射を発
生させる活性領域を有する半導体積層体を形成し、この活性領域は、第１の半導体層と第
２の半導体層との間に配置される。半導体積層体は、例えばＭＯＶＰＥまたはＭＢＥによ
ってエピタキシャルに堆積させることが好ましい。次いで、第２の半導体層および活性領
域を貫いて延在する複数の凹部を形成する。特に、半導体積層体の堆積の完了後に、半導
体積層体上に第１の接続層を形成し、この第１の接続層は、凹部において第１の半導体層
に導電接続されており、かつ、部分的に第２の半導体層に導電接続されている。次いで、
半導体積層体とキャリアとを備えている集合体（assemblage）を形成する。半導体積層体
から複数の放出領域および複数の保護ダイオード領域を形成し、この場合、放出領域それ
ぞれが少なくとも１つの凹部を有し、保護ダイオード領域それぞれにおいて、第１の接続
層が第２の半導体層に導電接続されている。集合体を複数の半導体チップに個片化し、こ
の場合、半導体チップそれぞれが少なくとも１つの放出領域と少なくとも１つの保護ダイ
オード領域とを有する。
【００６０】
　この場合、個々の方法ステップは、必ずしも上に列挙した順序で実行する必要はない。
【００６１】
　説明した方法においては、集合体を個片化するとき、それぞれが半導体ボディおよびキ
ャリアを有する複数の半導体チップが形成される。半導体ボディそれぞれは、放出領域お
よび保護ダイオード領域を備えている。したがって、ＥＳＤ放電に対する保護がすでに半
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導体チップに組み込まれている。したがって、例えばオプトエレクトロニクス部品のハウ
ジングの中に、または回路基板上に半導体チップを実装するときに半導体チップが損傷す
る危険性が、最大限に減少する。
【００６２】
　好ましい一形態においては、特に、半導体積層体から複数の放出領域および複数の保護
ダイオード領域を形成するステップより前に、半導体積層体のための成長基板を、少なく
とも部分的に除去する。このステップは、機械的に（例：研削、研磨、またはラッピング
によって）、もしくは化学的に（例：湿式化学エッチングまたは乾式化学エッチングによ
って）、またはその両方によって、行うことができる。これに代えて、またはこれに加え
て、レーザ除去法（レーザリフトオフ法）を使用することもできる。
【００６３】
　第１の接続層は、半導体積層体から例えば湿式化学エッチングまたは乾式化学エッチン
グによる構造化によって放出領域および保護ダイオード領域を形成する前に、形成するこ
とが好ましい。特に、成長基板がもともと位置していた半導体積層体の面から、放出領域
および保護ダイオード領域を形成することができる。
【００６４】
　第１の接続層もしくは第２の接続層またはその両方は、金属（例えば、アルミニウム、
銀、チタン、ロジウム、白金、ニッケル、金）、またはこれらの金属の少なくとも１種類
を備えている金属合金、を含んでいることが好ましい。さらには、第１の接続層もしくは
第２の接続層またはその両方を、多層構造として形成することもできる。
【００６５】
　これに代えて、またはこれに加えて、第１の接続層もしくは第２の接続層またはその両
方は、ＴＣＯ材料（透明導電性酸化物）、例えばインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）あるい
は亜鉛酸化物を含んでいることもできる。
【００６６】
　第１の接続層もしくは第２の接続層またはその両方は、好ましくはあらかじめ作製され
た半導体積層体上に、例えば堆積法（例：蒸着、スパッタリング）によって形成すること
ができる。
【００６７】
　説明した方法は、前述した半導体チップを製造する目的に特に適している。したがって
、半導体チップに関連して記載した特徴は、本方法にも使用することができ、逆も同様で
ある。
【００６８】
　さらなる特徴、構造形態、および利点は、図面を参照しながらの例示的な実施形態の以
下の説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】放射放出半導体チップの第１の例示的な実施形態を、概略平面図（図１Ｂ）、お
よび対応する断面図（図１Ａ）として示している。
【図２】図１Ａおよび図１Ｂに示した第１の例示的な実施形態による半導体チップにおけ
る電流経路を概略的に示している。
【図３】放射放出半導体チップの第２の例示的な実施形態を、概略平面図（図３Ｂ）、お
よび対応する断面図（図３Ａ）として示している。
【図４】図３Ａおよび図３Ｂに示した第２の例示的な実施形態による半導体チップにおけ
る電流経路を概略的に示している。
【図５Ａ】放射放出半導体チップの製造方法の例示的な実施形態を、それぞれ概略断面図
として示した中間ステップに基づいて示している。
【図５Ｂ】放射放出半導体チップの製造方法の例示的な実施形態を、それぞれ概略断面図
として示した中間ステップに基づいて示している。
【図５Ｃ】放射放出半導体チップの製造方法の例示的な実施形態を、それぞれ概略断面図
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として示した中間ステップに基づいて示している。
【図５Ｄ】放射放出半導体チップの製造方法の例示的な実施形態を、それぞれ概略断面図
として示した中間ステップに基づいて示している。
【図５Ｅ】放射放出半導体チップの製造方法の例示的な実施形態を、それぞれ概略断面図
として示した中間ステップに基づいて示している。
【図５Ｆ】放射放出半導体チップの製造方法の例示的な実施形態を、それぞれ概略断面図
として示した中間ステップに基づいて示している。
【発明を実施するための形態】
【００７０】
　図面において、同じ要素、同じタイプの要素、または同じ機能の要素には、同じ参照数
字を付してある。
【００７１】
　図面と、図面に示した要素のサイズの関係は、正しい縮尺ではないものとみなされたい
。むしろ、便宜上、または深く理解できるようにする目的で、個々の要素、特に層の厚さ
を誇張した大きさで示してある。
【００７２】
　放射放出半導体チップの第１の例示的な実施形態は、図１Ｂに概略平面図として、図１
Ａには線ＡＡ’に沿った対応する概略断面図として示してある。
【００７３】
　半導体チップ１は、半導体積層体を有する半導体ボディ２と、キャリア５とを備えてい
る。半導体ボディ２は、放出領域２３および保護ダイオード領域２４を有する。放出領域
および保護ダイオード領域は、半導体チップの平面視において重なり合うことなく互いに
並んで配置されている。
【００７４】
　放出領域２３および保護ダイオード領域２４は、切取り部２９によって互いに隔てられ
ている。切取り部は、垂直方向に、すなわち、半導体ボディ２の半導体層の主延在面に垂
直な方向に、半導体ボディ２を完全に貫いて延在している。したがって、放出領域からの
保護ダイオード領域の電気的絶縁が、単純な方法で実現する。
【００７５】
　半導体ボディ２を形成している半導体積層体は、放射を発生させるために設けられてい
る活性領域２０を備えており、この活性領域は、第１の半導体層２１と第２の半導体層２
２との間に配置されている。第１の半導体層は、キャリア５とは反対側の活性領域の面に
配置されている。
【００７６】
　キャリア５とは反対側の半導体ボディ２の面には、半導体チップの、特に放出領域２３
の放射出口領域１０が形成されている。半導体チップの動作時に放出領域の活性領域にお
いて発生する放射は、好ましくは大部分が放射出口領域を通じて半導体チップ１から放出
される。
【００７７】
　第１の半導体層２１は、導電型に関して第２の半導体層２２と異なっている。一例とし
て、第２の半導体層をｐ導電型に、第１の半導体層をｎ導電型に具体化する、またはこの
逆に具体化することができる。
【００７８】
　したがって、活性領域２０は、ダイオード構造として配置されている。
【００７９】
　放出領域２３および保護ダイオード領域２４を有する半導体ボディ２は、半導体ボディ
の側のキャリア５の第１の主領域５１に、結合層６によって接着結合されている。結合層
は、例えば接着剤層またははんだ層とすることができる。
【００８０】
　半導体ボディ２とキャリア５との間には第１の接続層３１が形成されている。半導体ボ
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ディ２は、放出領域において、第２の半導体層２２および活性領域２０を貫いて第１の半
導体層２１の中に達する複数の凹部２５を有する。第１の接続層３１は、これら凹部の中
に延在しており、キャリアの側の半導体ボディ２の面から第１の半導体層２１への導電接
続を形成している。
【００８１】
　半導体ボディは、保護ダイオード領域２４においては、第２の半導体層２２および活性
領域２０を貫いて第１の半導体層２１の中に達するさらなる凹部２６を有する。このさら
なる凹部は、保護ダイオード領域における第１の半導体層を電気的に接触接続するために
設けられている。
【００８２】
　さらには、半導体ボディ２とキャリア５との間に第２の接続層３２が形成されている。
第２の接続層３２は、半導体チップの放出領域２３における第２の半導体層２２を電気的
に接触接続する役割を果たす。
【００８３】
　半導体チップ１は、第１のコンタクト４１および第２のコンタクト４２を有する。これ
らのコンタクトは、半導体チップを外部から電気的に接触接続するために設けられている
。半導体チップの動作時、コンタクト間に電圧が印加される結果として、異なる側から電
荷キャリアを活性領域内に注入して活性領域内で再結合させることで、放射を放出させる
ことができる。
【００８４】
　図示した例示的な実施形態においては、半導体ボディ２とは反対側のキャリア５の面か
ら第１のコンタクト４１を介して、半導体チップ１を外部から電気的に接触接続すること
ができる。第１のコンタクトは、キャリアの第２の主領域５２（半導体ボディ２とは反対
側の主領域）を、好ましくは完全に、または少なくとも実質的に完全に覆っている。
【００８５】
　第１のコンタクト４１は、キャリア５および結合層６を介して第１の接続層３１に導電
接続されている。
【００８６】
　第２のコンタクト４２は、第２の接続層３２に導電接続されており、好ましくは第２の
接続層に直接隣接している。変形形態として、第２の接続層のうち外部からアクセス可能
な領域によって、第２のコンタクト４２を形成することもできる。したがって、コンタク
トを形成する目的に、必ずしも追加のコンタクト層は要求されない。
【００８７】
　保護ダイオード領域２４において、第１の半導体層２１は第２の接続層３２に導電接続
されており、第２の接続層３２は、さらなる凹部２６の中を第１の半導体層からキャリア
５の方向に延在している。活性領域の電気的短絡を回避する目的で、さらなる凹部２６の
領域に第１の絶縁層７１が形成されており、この第１の絶縁層は、さらなる凹部２６の側
面領域を覆っている。
【００８８】
　さらには、保護ダイオード領域２４において、第２の半導体層２２と第２の接続層３２
との間に第１の絶縁層７１が形成されており、したがって、保護ダイオード領域において
は第２の接続層と第２の半導体層との間の直接的な電気的接触が回避されている。
【００８９】
　保護ダイオード領域２４において、第２の半導体層２２は、第１の接続層３１に導電接
続されている。第２の接続層３２は切取り部３６を有し、この切取り部３６の中を第１の
接続層が第２の半導体層２２まで延在している。
【００９０】
　放出領域２３における活性領域２０の電気的短絡を回避する目的で、凹部２５の側面領
域と第１の接続層３１との間に第２の絶縁層７２が形成されている。
【００９１】
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　さらには、第１の接続層３１と第２の接続層３２との間に第２の絶縁層が延在している
。したがって、これらの接続層の間の電気的短絡が、単純な方法で回避される。
【００９２】
　第１の絶縁層７１および第２の絶縁層７２は、一例として、酸化物（例：酸化ケイ素、
酸化チタン）、窒化物（例：窒化ケイ素）、または酸窒化物（例：酸窒化ケイ素）を含ん
でいる、またはこのような材料から成ることができる。
【００９３】
　複数の凹部２５は、電荷キャリアを第１の半導体層２１を介して活性領域２０の中に横
方向に一様に注入する役割を果たす。凹部２５は、一例として、行列状に、またはハニカ
ムパターンの形に配置することができる。特に、第１の半導体層２１の横方向導電率が十
分であるならば、本半導体チップの実施形態として、第１の半導体層２１を電気的に接触
接続するための凹部２５が放出領域において１つのみである実施形態も考えられる。
【００９４】
　半導体チップの平面視において、保護ダイオード領域２４の範囲は、放出領域２３の範
囲よりも小さいことが好ましい。特に、保護ダイオード領域の範囲は、半導体チップ１の
範囲の最大で１０％、特に好ましくは最大で５％、最も好ましくは最大で１％である。
【００９５】
　一例として、本半導体チップは１ｍｍの縁部長さを有することができ、保護ダイオード
領域は６０μｍの縁部長さを有することができる。したがって、この例では、保護ダイオ
ード領域は半導体チップの全範囲の０．４％未満を覆っており、したがって、半導体チッ
プに保護ダイオード領域を組み込むことによって、半導体チップによって放出される放射
出力が大きく減少することはない。
【００９６】
　保護ダイオード領域２４の範囲が６０μｍ×６０μｍであっても、例えばＪＥＤＥＣ半
導体技術協会の規格ＪＥＳＤ２２－Ａ１１４－Ｅに準拠するＥＳＤ保護が提供され、ＥＳ
Ｄパルスによって温度がわずかに上昇するのみである。したがって、保護ダイオードの機
能を、極めてコンパクトかつ容易な製造工程で半導体チップに組み込むことができる。
【００９７】
　図２は、半導体チップ１における電流の経路を概略的に示している。以下では、一例と
して、第１の半導体層がｎ導電型、第２の半導体層がｐ導電型に具体化されている場合の
電流経路について説明する。
【００９８】
　第２のコンタクト４２に第１のコンタクト４１を基準とする正の電圧が存在するとき、
電子は、第１のコンタクト４１からキャリア５および結合層６を通じて第１の接続層３１
を介して第１の半導体層２１の中に注入される。第２のコンタクト４２からは、正孔が第
２の接続層３２を介して放出領域２３の第２の半導体層２２の中に注入され、したがって
、活性領域２０において電子と正孔が再結合し、放出領域において放射が放出される。し
たがって、外部から印加される電圧がこの極性であるとき、放出領域は順方向に動作する
。
【００９９】
　これとは対照的に、保護ダイオード領域２４においては、第１の半導体層２１は第２の
接続層を介して第２のコンタクト４２に導電接続されている。さらには、保護ダイオード
領域２４において、第２の半導体層２２は、第１の接続層３１を介して第１のコンタクト
４１に導電接続されている。したがって、放出領域２３の順方向と保護ダイオード領域２
４の順方向は、互いに逆並列であり、したがって、外部コンタクト４１，４２の動作電圧
が存在するとき、保護ダイオード領域２４は逆方向に動作する。結果として、注入される
電流は、保護ダイオード領域２４をまったく流れない、またはわずかに流れるにすぎない
。
【０１００】
　その一方で、例えば、放出領域２３における帯電に起因して活性領域２０に逆方向に存
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在する望ましくない電圧は、保護ダイオード領域２４を介して解放することができる。結
果として、静電放電による損傷に対して放出領域を保護する保護ダイオードの機能が、半
導体ボディ２に組み込まれる。
【０１０１】
　半導体ボディ２、特に活性領域２０は、ＩＩＩ－Ｖ族半導体材料を含んでいることが好
ましい。
【０１０２】
　ＩＩＩ－Ｖ族半導体材料は、紫外スペクトル範囲（ＩｎｘＧａｙＡｌ１－ｘ－ｙＮ）か
ら、可視スペクトル範囲（特に青色～緑色の放射の場合のＩｎｘＧａｙＡｌ１－ｘ－ｙＮ
、または特に黄色～赤色の放射の場合のＩｎｘＧａｙＡｌ１－ｘ－ｙＰ）、さらには赤外
スペクトル範囲（ＩｎｘＧａｙＡｌ１－ｘ－ｙＡｓ）の放射を発生させる場合に、特に適
している。それぞれの場合において、０≦ｘ≦１、かつ０≦ｙ≦１、かつｘ＋ｙ≦１が成
り立ち、特に、ｘ≠１、ｙ≠１、ｘ≠０、ｙ≠０の少なくとも１つが成り立つ。さらには
、特に、上記の材料系のＩＩＩ－Ｖ族半導体材料では、放射の発生時に高い内部量子効率
を得ることができる。
－
【０１０３】
　第１の接続層３１もしくは第２の接続層３２またはその両方は、それぞれ、金属（例え
ば、チタン、白金、ニッケル、金、銀、アルミニウム、ロジウム）、またはこれらの材料
の少なくとも１種類を備えている金属合金を含んでいる、あるいは、金属または金属合金
からなることが好ましい。これに代えて、またはこれに加えて、第１の接続層３１もしく
は第２の接続層３２またはその両方は、ＴＣＯ材料（例えばＩＴＯ、亜鉛酸化物）を含ん
でいる、またはこのような材料からなることができる。
【０１０４】
　第２の接続層３２は、活性領域２０において発生する放射に対する高い反射率を有する
ことがさらに好ましい。高い反射率に関しては、紫外および青色のスペクトル範囲では、
例えば銀、アルミニウム、またはロジウムが適しており、赤色および赤外スペクトル範囲
では、例えば金が適している。
【０１０５】
　第１のコンタクト４１および第２のコンタクト４２は、特に、第１および第２の接続層
に関連して記載した金属、またはこれらの材料のうちの１種類を備えた金属合金を含んで
いる、またはそのような材料からなることができる。特に、外部からの電気的な接触接続
を単純な方法で、例えば、ボンディングワイヤによって、またははんだ付け結合によって
形成できる材料が適している。一例として、金は、コンタクトの材料として特に適してい
る。
【０１０６】
　反射性として具体化されている第２の接続層によって、活性領域内で発生してキャリア
５の方向に放出される放射を、放射出口領域１０の方向に導き、放射出口領域１０を通じ
て半導体チップから放出させることができる。
【０１０７】
　さらには、保護ダイオード領域２４はキャリア５の外側に形成されている。したがって
、保護ダイオードの機能が半導体チップに組み込まれている結果として、キャリア５に追
加の要求条件が課されない。特に、キャリアを平面的とすることができ、さらには、まっ
たく構造化しなくてよい。したがって、電荷キャリアをコンタクトからキャリアを通じて
広い範囲において注入することができる。
【０１０８】
　キャリア５の材料としては、一例として、ドープすることのできる半導体材料（例えば
ゲルマニウムまたはシリコン）が適している。
【０１０９】
　図示した例示的な実施形態においては、第１のコンタクト４１による第１の接続層３１
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の電気的な接触接続と、第２のコンタクト４２による第２の接続層の電気的な接触接続は
、一例として、単にキャリアの両側にコンタクト４１，４２を配置し、構造化されていな
い導電性のキャリアを通じて電荷キャリアが注入されることによって、達成されている。
【０１１０】
　説明した例示的な実施形態の変形形態として、キャリア５は、自身の中を垂直方向に延
在しており導電性材料（例えば金属）によって満たされている少なくとも１つの切取り部
を有することもできる。この場合、キャリアは、電気絶縁性として具体化することもでき
る。キャリアは、一例として、セラミック（例えば窒化アルミニウム、酸化アルミニウム
、窒化ケイ素）を含んでいる、またはそのような材料からなることができる。
【０１１１】
　さらには、図示した例示的な実施形態の変形形態として、半導体ボディ２とは反対側の
キャリア５の面を、電気コンタクトが存在しないように具体化することができる。したが
って、半導体ボディの側のキャリアの面に電気コンタクト４１，４２を配置することがで
きる。この場合、キャリアは、電気絶縁性として具体化されていることが好ましい。しか
しながら、変形形態として、導電性のキャリアを使用することもできる。
【０１１２】
　さらなる代替形態として、図示した例示的な実施形態の変形形態として、コンタクト４
１，４２を、半導体ボディ２とは反対側のキャリア５の面に配置することができ、したが
って、キャリア５の一方の面からのみ半導体チップを導電接続することができる。一例と
して、第１の接続層３１を電気的に接触接続するための少なくとも１つの切取り部と、第
２の接続層３２を電気的に接触接続するための少なくとも１つの切取り部とを、それぞれ
キャリア５に設けることができ、キャリアは電気絶縁性として具体化されていることが好
ましく、切取り部それぞれはキャリア５の中を垂直方向に延在している。
【０１１３】
　図３Ａおよび図３Ｂは、半導体チップ１の第２の例示的な実施形態を概略図として示し
ており、図３Ｂは平面図として、図３Ａは線ＡＡ’に沿った断面図として示している。
【０１１４】
　この第２の例示的な実施形態は、図１Ａ、図１Ｂ、および図２に関連して説明した第１
の例示的な実施形態とほとんど同じである。第１の例示的な実施形態とは異なる点として
、第２のコンタクト４２がコンタクト層４２０によって形成されている。第２のコンタク
ト４２は、キャリア５とは反対側の保護ダイオード領域２４の面に形成されている。この
場合、コンタクト４２は、半導体チップの平面視において保護ダイオード領域２４を覆っ
ている。
【０１１５】
　コンタクト層４２０は、保護ダイオード領域を横方向に画定している、保護ダイオード
領域２４の側面領域２４０を覆っている。
【０１１６】
　図示した例示的な実施形態においては、コンタクト層４２０は、保護ダイオード領域２
４を横方向に完全に囲んでおり、さらに、保護ダイオード領域の側面領域２４０を完全に
覆っている。このようにすることで、保護ダイオード領域２４をコンタクト層４２０によ
って完全に封止することができる。活性領域２０において発生する放射に対してコンタク
ト層が透過性ではない場合、例えば静電放電に起因して保護ダイオード領域２４において
発生する放射が半導体チップから放出される状況を回避することができる。
【０１１７】
　変形形態として、コンタクト層４２０が、保護ダイオード領域２４の側面領域２４０の
一部分のみを覆うこともできる。
【０１１８】
　コンタクト層４２０と保護ダイオード領域の側面領域との間には第３の絶縁層７３が配
置されている。したがって、保護ダイオード領域２４において第１の半導体層２１と第２
の半導体層２２がコンタクト層を通じて電気的に短絡することを回避することができる。
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【０１１９】
　コンタクト層４２０は、第２の接続層３２に導電接続されている。したがって、第２の
コンタクト４２は、コンタクト層４２０を介して保護ダイオード領域２４の第１の半導体
層２１に導電接続されており、かつ、第２の接続層３２を介して放出領域の第２の半導体
層２２に導電接続されており、いずれの導電接続もオーミックコンタクトによることが好
ましい。
【０１２０】
　したがって、図１Ａ、図１Ｂ、および図２に関連して説明した第１の例示的な実施形態
とは異なり、保護ダイオード領域２４の第１の半導体層２１を電気的に接触接続する目的
で、保護ダイオード領域における第２の半導体層２２および活性領域２０を貫いて延在す
るさらなる凹部が必要ない。
【０１２１】
　保護ダイオード領域２４の第２の半導体層２２は、第１の例示的な実施形態に関連して
説明したように、第１の接続層に導電接続されており、したがって、結合層６およびキャ
リア５を介して、第１のコンタクト４１に導電的に（特にオーミックコンタクトによって
）導電接続されている。結果として、第２の実施形態においても、第１のコンタクト４１
と第２のコンタクト４２の間に外部電圧が存在するとき、保護ダイオード領域２４と放出
領域２３がそれぞれの順方向に関して互いに逆並列に接続されている。
【０１２２】
　コンタクト層４２０は、特に、接続層３１，３２に関連して記載した材料を含んでいる
、またはこのような材料からなることができる。
【０１２３】
　コンタクト層４２０は、その材料に関して第２の接続層３２の材料とは異なっているこ
ともできる。したがって、一例として、第２の接続層３２を、第２の半導体層２２に対す
る高い接触能力、もしくは、活性領域２０において発生する放射に対する高い反射率、ま
たはその両方に基づいて選択することができ、コンタクト層４２０を、外部からの良好な
電気的接触接続性（例えばワイヤボンディング接続による）に基づいて選択することがで
きる。
【０１２４】
　第３の絶縁層７３は、特に、第１の絶縁層７１および第２の絶縁層７２に関連して記載
した材料を含んでいる、またはこのような材料からなることができる。
【０１２５】
　図４は、第２の例示的な実施形態による半導体チップにおける電流経路を概略的に示し
ている。この場合、前と同様に一例として、第２の半導体層２２がｐ導電型にドープされ
ており、第１の半導体層２１がｎ導電型にドープされている場合について説明する。
【０１２６】
　電荷キャリアは、第１のコンタクト４１からキャリア５、結合層６、および第１の接続
層３１を介して放出領域２３の凹部２５の中を通過し、第１の半導体層２１の中に達する
ことができる。
【０１２７】
　その一方で、第１のコンタクト４１は、キャリア５、結合層６、および第１の接続層３
１を介して、保護ダイオード領域２４の第２の半導体層２２に接続されている。
【０１２８】
　第２のコンタクト４２は、コンタクト層４２０および第２の接続層３２を介して、放出
領域の第２の半導体層２２に接続されており、その一方で、保護ダイオード領域２４の第
１の半導体層に導電接続されている。
【０１２９】
　したがって、放出領域２３のダイオード構造と保護ダイオード領域２４のダイオード構
造が、それぞれの順方向に関して互いに逆並列に接続されている。第１のコンタクト４１
を基準とする正の電圧が第２のコンタクト４２に存在するとき、放出領域２３のダイオー
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ド構造は順方向に動作するが、保護ダイオード領域２４は逆方向に動作する。
【０１３０】
　この第２の例示的な実施形態においては、保護ダイオード領域２４全体を第２のコンタ
クト４２の下に形成することができる。このようにすることで、保護ダイオードの機能を
半導体チップ１に組み込むことができ、保護ダイオードを組み込むための追加の空間が要
求されない。したがって、放射を発生させるために利用できる放出領域２３の範囲を維持
しながら、保護ダイオードを半導体チップの中に組み込むことができる。
【０１３１】
　図５Ａ～図５Ｆは、放射放出半導体チップの製造方法の例示的な一実施形態を、それぞ
れ概略断面図として示した中間ステップに基づいて示している。
【０１３２】
　以下では、一例として、図１に関連して説明したように具体化される半導体チップを製
造する場合に基づいて、本方法について説明する。
【０１３３】
　半導体積層体２を形成する。半導体積層体は、第１の半導体層２１と第２の半導体層２
２との間に配置される活性領域２０を備えている。半導体積層体２は、例えばエピタキシ
ャルに（例えばＭＯＶＰＥまたはＭＢＥによって）堆積させることができる。さらには、
半導体積層体２は、半導体積層体のための成長基板８の上に形成することができる。変形
形態として、成長基板とは異なる補助キャリアの上に半導体積層体２を形成することもで
きる。
【０１３４】
　半導体積層体は、完成した半導体チップにおいて半導体ボディを形成する。
【０１３５】
　図５Ｂに示したように、成長基板８とは反対側の半導体積層体の面に、凹部２５を形成
し、この凹部は、第２の半導体層２２および活性領域２０を貫いて第１の半導体層２１の
中に達している。このステップは、半導体積層体の堆積が完了した後に行うことが好まし
い。
【０１３６】
　さらに、半導体ボディにさらなる凹部２６を形成し、このさらなる凹部は、同様に、第
２の半導体層２２および活性領域２０を貫いて第１の半導体層２１の中に達している。
【０１３７】
　凹部２５およびさらなる凹部２６は、例えば、湿式化学エッチングまたは乾式化学エッ
チングによって、共通のステップにおいて、または異なるステップにおいて連続的に、半
導体積層体に形成することができる。
【０１３８】
　半導体積層体２の上に第１の絶縁層７１を形成し、この絶縁層は、さらなる凹部２６の
側面領域を覆っている。さらに、第１の絶縁層７１は、成長基板８とは反対側の半導体積
層体２の表面の一部分も覆っている。
【０１３９】
　次いで、図５Ｃに示したように、半導体ボディ２の上に第２の接続層３２を堆積させる
。この第２の接続層３２は、部分的に第２の半導体層２２に直接隣接しており、さらには
、さらなる凹部２６の中を第１の半導体層２１まで延在しており、第１の半導体層２１と
の導電接続を提供している。対照的に、半導体積層体の凹部２５には、第２の接続層３２
の材料が存在しない。
【０１４０】
　第１の接続層３１および第２の接続層３２は、例えば蒸着またはスパッタリングによっ
て堆積させることができる。
【０１４１】
　第２の接続層３２の上に第２の絶縁層７２を堆積させ、この場合、第２の絶縁層は凹部
２５の側面領域を覆っている。凹部２５のうち第１の半導体層２１に隣接している領域（
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例えば凹部の底領域）は、第２の絶縁層が存在しないように具体化する。
【０１４２】
　さらに、第２の半導体層２２のうち第２の接続層の切取り部３６の領域には、第２の絶
縁層が存在しない。
【０１４３】
　次いで、半導体積層体２の上に第１の接続層３１を堆積させ、この場合、第１の接続層
３１は、半導体積層体を完全に、または少なくとも実質的に完全に覆っている。第１の接
続層を構造化するステップ、または第１の接続層を特定の構造に堆積させるステップを省
くことができる。
【０１４４】
　この場合、第１の接続層３１は、切取り部３６の領域において第２の半導体層２２に導
電接続されており、凹部２５の領域において半導体積層体の第１の半導体層２１に接続さ
れている。
【０１４５】
　次いで、図５Ｅに示したように、半導体積層体２、成長基板８、およびキャリア５を備
えている集合体を形成する。キャリア５は、結合層６によって半導体積層体に接着的に固
定する。
【０１４６】
　したがって、集合体を形成する前に、接続層３１，３２がすでに半導体積層体上に形成
されている。
【０１４７】
　キャリアは、半導体積層体２を機械的に安定させる役割を果たす。この目的のために成
長基板８はもはや不要であり、除去することができる。
【０１４８】
　この除去は、例えば機械的に（例：研削、ラッピング、または研磨によって）、もしく
は化学的に（例：湿式化学エッチングまたは乾式化学エッチングによって）、またはその
両方によって、行うことができる。これに代えて、またはこれに加えて、レーザ除去法を
使用することもできる。
【０１４９】
　図５Ｆに示したように、半導体積層体２に切取り部２９を形成し、この切取り部は、半
導体積層体２を放出領域２３と保護ダイオード領域２４とに隔てる。したがって、放出領
域および保護ダイオード領域の形成は、半導体積層体上に第１および第２の接続層を形成
した後にはじめて行われる。
【０１５０】
　さらには、半導体積層体２の材料を除去することによって、第２の接続層３２の一部分
を露出させる。
【０１５１】
　この領域において、第２の接続層３２の上に第２の電気コンタクト４２を堆積させるこ
とができる。変形形態として、第２の接続層３２自体の表面を第２のコンタクトとして使
用することもできる。さらに、半導体積層体２とは反対側のキャリア５の面に、第１のコ
ンタクト４１を堆積させる。これらのコンタクトは、例えば蒸着またはスパッタリングに
よって堆積させることができる。
【０１５２】
　ここまで、１個のみの半導体チップを製造する方法について説明したが、これは単に説
明を単純にするためである。本製造方法では、複数の半導体チップを互いに平行して製造
することができ、この場合、集合体９を個片化することによって、集合体から半導体チッ
プを形成する。
【０１５３】
　個片化するステップは、例えば、機械的に（例：切断、破断、または高圧水切断によっ
て）、化学的に（例：湿式化学エッチングまたは乾式化学エッチングによって）、レーザ
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放射によって、またはこれらの組合せによって、行うことができる。
【０１５４】
　集合体９を半導体チップに個片化する結果として、放出領域２３および保護ダイオード
領域２４を有する半導体ボディ２をそれぞれが備えた半導体チップが形成される。したが
って、このように製造される半導体チップにおいては、保護ダイオード領域２４によって
、保護ダイオードの機能が半導体チップの中、特に半導体ボディの中に、個片化の時点で
すでに組み込まれている。結果として、個片化以降の段階から、静電放電に起因して生じ
うる損傷に対して放射放出半導体チップが保護される。
【０１５５】
　ここまで、本発明について例示的な実施形態に基づいて説明してきたが、本発明はこれ
らの実施形態に限定されない。本発明は、任意の新規の特徴および特徴の任意の組合せを
包含しており、特に、請求項における特徴の任意の組合せを含んでいる。これらの特徴ま
たは特徴の組合せは、それ自体が請求項あるいは例示的な実施形態に明示的に記載されて
いない場合であっても、本発明に含まれる。

【図１】 【図２】
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【図５Ｅ】
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